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(平成２3 年 3 月策定) 

景観ガイドラインの一部改訂について 

 

１ 景観ガイドラインの位置づけ 

  板橋区では、平成２３年より景観法に基づき、板橋区景観計画を策定し、

良好な景観形成の実現に向けた取り組みを行っている。 

板橋区景観計画では、景観形成基準を定め、事前協議及び届出制度を活用

した良好な景観形成への規制誘導を行う際の基準としている。 

景観ガイドラインは、景観計画に位置付けられた景観形成基準について、

それぞれの分野ごとに、その内容や考え方をわかりやすく解説するととも

に、推奨基準を定めるなど、さらなる良好な景観を導くモデル事例を掲載し

参考としていただいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観法 

●景観形成基準を設定 

景観色彩ガイドライン

(平成２４年３月策定) 

屋外広告物景観ガイドライン

(平成２８年３月策定) 

〇景観形成基準の解説 

〇推奨基準の設定 

景観条例 

 

資料１－１ 

板橋区景観計画 

(平成２3 年 8 月策定) 
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２ 景観ガイドラインの一部改訂の経緯 

  令和３年４月に景観形成基準にアクセントカラーを追加、令和４年４月に

景観形成重点地区に板橋宿不動通り地区を追加するため、景観計画の一部変

更を行った。 

それに伴い、景観色彩ガイドライン及び屋外広告物景観ガイドラインに、

アクセントカラーの解説や、板橋宿不動通り地区の推奨基準などの記述を追

加する必要が出てきたことにより、景観ガイドラインの一部改訂を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景観計画の一部変更 

●景観形成基準にアクセント色を追加(令和３年４月) 

●景観形成重点地区板橋宿不動通り地区の指定(令和４年４月) 

景観色彩ガイドライン 

●アクセント色の追加 

●板橋宿不動通り地区の追加  

       

屋外広告物色彩ガイドライン 

●板橋宿不動通り地区の追加 
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３ 改訂のスケジュールについて 

 

令和４年 11 月 30 日：第 22 回景観審議会部会に報告及び意見の聴取 

 

令和４年 11 月 30 日～令和４年 12 月 28 日の期間に意見等の反映 

 

令和５年 １月 16 日：第 18 回景観審議会に報告及び意見の聴取【本日】 

 

令和５年 １月 16 日～１月 31 日（〆切）までの期間に意見等の反映 

 

 

令和 5 年２月１日：色彩・屋外広告物景観ガイドライン（改訂版）原稿確定 

 

 

令和５年４月１日：色彩・屋外広告物景観ガイドライン（改訂版）運用開始 

 

 

２月１日～３月 31 日 印刷 

 


